様式第1号(第2条関係)
	　　令和８年１月５日


市民参加の公表について


　柏原市まちづくり基本条例第17条第1項、第19条第1項又は第21条第1項の規定により、市民参加の方法を次のとおり行うことを公表します。


記

	名称
	　第５次柏原市地域福祉計画・地域福祉活動計画（案）に対する意見公募

	市民参加の方法
	　意見公募

	趣旨及び内容等
	　地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条に基づく計画で、地域福祉を推進することを目的に市が作成したものです。地域福祉活動計画は、地域福祉を推進する上での実践的な計画で、社会福祉協議会の役割を示した計画です。今後５年間（令和８年度～１３年度）の地域福祉推進に関する方向性や目標を定めた「第５次地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定します。策定にあたり、意見を募集します。
※個人情報を除き、後日市のウェブサイトで公表することがあります。

	申込期間
	　　　　　　令和８年１月８日から令和８年１月２１日

	申込方法
	・市民参加申込書（様式第２号）に記入の上、福祉総務課の窓口へ持参、郵送、ＦＡＸ、メール
・市民参加申込書（様式第２号）に記入の上で、資料閲覧場所に設置している応募箱への投函
※市民参加申込書は、市のウェブサイトでもダウンロードは可能。

	備考
	・対象者：市内に在住・在勤・在学の方及び市内に事務所を有する個人・法人など
・資料閲覧場所：市役所（福祉総務課地域福祉係）、健康福祉センター３階（柏原市社会福祉協議会）、老人福祉センター、堅上合同会館、国分合同会館、自立支援センター、ほのぼのかたしも
※市のウェブサイトでも資料の閲覧は可能。
・お電話や窓口での口頭によるご意見は、受け付けておりません。
・いただいたご意見に対して、個別には回答いたしませんので、ご了承ください。
・匿名によるご意見・趣旨及び内容に関係のないご意見については結果公表いたしません。

	問合せ先
	〒582-8555　大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所　福祉こども部　福祉総務課
℡：072-972-1507
Mail：seikatsufukushi@city.kashiwara.lg.jp





